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◆
注
意
事
項

▽
登
録
済
み
の
方
は
、
「
注
射
案
内
ハ
ガ

キ
」
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
お
忘

れ
に
な
る
と
確
認
・
再
発
行
の
手
続
き
に

お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
ハ
ガ

キ
裏
面
の
質
問
事
項
の
記
入
を
お
願
い
し

ま
す
。

▽
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
関
係
上
、
時
間
が
延
長

で
き
ま
せ
ん
。
遅
れ
な
い
よ
う
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

▽
会
場
で
は
、
先
に
問
診
・
注
射
、
後
で
受

付
・
お
支
払
い
に
な
り
ま
す
。

▽
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
、
首
輪
を
正
し

く
締
め
、
引
き
綱
は
短
く
持
っ
て
く
だ
さ

い
。

▽
フ
ン
は
、
飼
い
主
が
責
任
を
持
っ
て
始
末

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
犬
の
体
調
不
良
や
興
奮
、
ま
た
、
飼
い
主

が
犬
を
抑
え
ら
れ
な
い
場
合
は
注
射
が
で

き
ま
せ
ん
。
動
物
病
院
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

◆
集
合
予
防
注
射
料
金
に
つ
い
て
　

・
「
登
録
と
予
防
注
射
」

　
　
一
頭
に
つ
き
６   

１
５
０
円

・
「
予
防
注
射
」

　
　
一
頭
に
つ
き
3   

１
５
０
円

※
お
つ
り
が
い
ら
な
い
よ
う
、
ご
用
意
く
だ

さ
い
。

地区 日程 会場 開始 終了

関

４
月
10
日
（
火
）

関市文化会館 9:00 9:40
西切公民センター跡地 9:50 9:55
アピセ関 10:05 10:20
住吉町警察署跡地 10:30 10:45
本郷公民センター 10:55 11:05
旭ケ丘ふれあいセンター 11:10 11:35
東本郷公民センター 11:45 11:55
関市土木課倉庫（給食センター北） 12:05 12:15

４
月
11
日
（
水
）

黒屋リフレッシュ倶楽部 9:00 9:15
塔ノ洞環境保全農業推進センター 9:25 9:30
志津野転作促進センター 9:45 9:55
富野ふれあいセンター 10:05 10:20
下日立公会堂 10:30 10:50
八神･ヤスダ住建向かい倉庫 11:00 11:10
小野構造改善センター 11:20 11:25
東山公民センター 11:45 12:10
平賀公民センター 12:20 12:35

４
月
12
日
（
木
）

巾公民センター 9:10 9:35
赤土坂公民センター 9:45 10:00
小屋名公民センター 10:10 10:25
大平台公民センター 10:35 10:50
西部ふれあいセンター別館(旧千疋ふれあいｾﾝﾀｰ) 11:00 11:10
広見公民センター 11:25 11:40
池尻区公民館 11:50 12:00
めぐみの農協・旧小瀬支店北倉庫 12:10 12:25
小瀬南公民センター 12:35 12:50

４
月
13
日
（
金
）

桜台東公民センター 9:10 9:20
桜台西公民センター 9:25 9:35
稲口公民センター 9:45 10:05
四季の台公民センター 10:20 10:30
向山公民センター 10:40 10:55
肥田瀬島集会場 11:15 11:20
めぐみの農協・富岡支店 11:30 11:45
桜ケ丘ふれあいセンター 11:55 12:15

４
月
17
日
（
火
）

東田原公民館 9:10 9:25
めぐみの農協・田原支店 9:35 9:55
大杉公民館 10:05 10:20
野田集会場 10:30 10:35
下迫間公民館 10:45 10:50
迫間台公民センター 11:00 11:20
上迫間公民館 11:30 11:35
南部公民センター 11:50 12:05

地区 日程 会場 開始 終了

武
芸
川

5
月
17
日
（
木
）

平宝見神社 9:00 9:15
跡部１号組集会場 9:25 9:30
跡部公民館 9:40 9:50
跡部川北構造改善センター 10:00 10:05
旧東公民館 10:15 10:35
八幡公民館 10:45 10:55
武芸川事務所西側駐車場 11:05 11:15
宇多院消防詰所 11:25 11:35
旧一色消防詰所 11:45 11:50
老人憩いの家 12:00 12:20
寺尾公民館 12:40 12:50
小知野公民館 13:10 13:20

武　

儀
（
上
之
保
）

5
月
22
日
（
火
）

名倉八剣神社（上之保） 9:00 9:05
武儀東小学校ランチルーム裏 9:15 9:35
雁曽礼立岩橋上 9:45 10:05
武儀生涯学習センター 10:20 10:30
温井集会所 10:45 10:55
間吹集会所 11:00 11:10
武儀事務所 11:20 11:30
道の駅平成（エコピアセンター前） 11:40 11:50
下之保老人憩いの家 12:00 12:10
上野集会場下ゴミステーション 12:20 12:25

上
之
保

5
月
24
日
（
木
）

鳥屋市旧小学校 9:00 9:05
鳥屋市公民館 9:15 9:20
戸丁公民館 9:30 9:35
馬渡バス停 9:45 9:50
行合地区旧リサイクルステーション 10:00 10:05
少合集会所 10:15 10:20
小和田バス停 10:30 10:35
赤鍋橋 10:45 10:50
白山神社（川合消防団車庫隣） 11:00 11:05
上之保生涯学習センター 11:10 11:15
八幡神社 11:25 11:30
船山上会津・2942番地１ 11:40 11:45
船山公民館 11:50 11:55
杉山バス停 12:05 12:10
松本橋 12:30 12:35
明ケ島つどいの家 12:40 12:45

地区 日程 会場 開始 終了

関

４
月
18
日
（
水
）

冨士塚公民センター 9:00 9:15
いしがみ公民センター 9:25 9:30
下有知ふれあいセンター 9:40 10:00
東志摩公民センター 10:10 10:20
今宮公民センター 10:30 10:40
関ノ上東公民センター 10:50 11:05
下有知寺田公民センター 11:15 11:20
関口公園 11:35 12:00

４
月
19
日
（
木
）

保戸島公民センター 9:10 9:25
下白金公民センター 9:35 9:45
山田公民センター 9:55 10:10
上白金公民館 10:20 10:35
津保川台公民センター 10:45 11:05
虹ヶ丘公民センター 11:15 11:25
倉知ふれあいセンター 11:45 12:10
西部公民センター 12:20 12:30

板　

取
（
洞　

戸
）

5
月
10
日
（
木
）

門原集会場 9:00 9:05
島口体育館 9:15 9:20
杉原旧バス停 9:30 9:35
保木口体育館跡地 9:45 9:50
田口集会場 10:00 10:10
野口集会場 10:20 10:30
中切地蔵堂 10:40 10:45
岩本集会場 10:55 11:05
上ケ瀬集会場 11:15 11:20
松谷集会場 11:30 11:35
門出集会場 11:45 11:50
加部集会場 12:00 12:05
老洞バス停 12:15 12:20
小瀬見集会場（洞戸） 12:30 12:35
白谷集会場（洞戸） 12:40 12:50

洞　

戸

5
月
15
日
（
火
）

大野消防車庫 9:00 9:10
洞戸黒谷運動公園 9:20 9:25
下菅谷集会場 9:35 9:50
上菅谷集会場 10:00 10:05
洞戸ふれあいセンター駐車場 10:15 10:25
片集会所 10:35 10:40
通元寺集会場 10:50 11:00
高見集会場 11:10 11:15
須原神社下車両待避所 11:20 11:25
高賀夫婦けやき 11:35 11:40
高賀山自然の家跡地 11:50 11:55
尾倉集会場 12:05 12:10
飛瀬消防車庫 12:20 12:30
栗原集会場 12:35 12:40

犬の登録と狂犬病予防注射
◆
照
会
先　

環
境
課　

☎
23
―
6
7
3
2

●平成30年度狂犬病集合予防注射スケジュール

　

平
成
30
年
度
の
狂
犬
病
集
合
予
防
注
射
は

次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
都
合
に
よ
り
集
合

予
防
注
射
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
は
必
ず
動

物
病
院
で
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。　
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登
録
を
し
ま
し
ょ
う

　

生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
を
飼
う
と
き
は
、

法
律
に
よ
り
飼
い
犬
の
登
録
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
だ
登
録
し
て
い
な
い
犬
は
登
録

を
し
ま
し
ょ
う
。

予
防
注
射
を
し
ま
し
ょ
う

　

狂
犬
病
は
、
犬
だ
け
の
病
気
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
人
間
に
も
感
染
し
、
発
病
す
る
と
ほ
ぼ

１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
助
か
ら
な
い
と
て
も
怖
い

病
気
で
す
。
毎
年
１
回
必
ず
予
防
接
種
を
し
て

く
だ
さ
い
。

し
っ
か
り
と
届
け
出
ま
し
ょ
う

　

犬
が
死
亡
し
た
時
、
住
所
や
飼
い
主
の
変
更

が
あ
っ
た
時
も
、
忘
れ
ず
に
届
け
出
を
し
ま

し
ょ
う
。

放
し
飼
い
は
ダ
メ
！

　

犬
を
飼
育
す
る
際
に
は
、
檻
や
囲
い
、
ま
た

は
鎖
な
ど
で
つ
な
ぐ
な
ど
、
犬
が
逃
げ
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
散
歩
す
る
際
に
は
リ
ー

ド
な
ど
で
つ
な
ぐ
こ
と
も
必
要
で
す
。
近
所
に

は
犬
が
苦
手
な
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

し
、
何
か
が
き
っ
か
け
で
危
害
を
加
え
る
可
能

あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
の
約
半
数
以
上
が
交
通

事
故
や
感
染
症
な
ど
で
子
猫
の
う
ち
に
命
を
落

と
し
、
残
り
は
「
野
良
猫
」
と
し
て
生
き
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
わ
い
い
か
ら
、
あ
る

い
は
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
と
一
時
的
な
想
い
な

ど
か
ら
の
行
動
が
逆
に
不
幸
な
子
猫
を
増
や
す

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

不
妊
・
去
勢
手
術
に
つ
い
て

　

「
手
術
す
る
の
は
か
わ
い
そ
う
」
な
ど
の
理

由
で
不
妊
・
去
勢
手
術
を
し
な
い
で
い
る
と
、

飼
い
主
の
知
ら
な
い
間
に
子
猫
が
生
ま
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
子
猫
が
産
ま
れ
る
こ
と
を
望

ま
な
い
場
合
や
、
生
ま
れ
た
子
猫
を
す
べ
て
幸

せ
に
で
き
な
い
場
合
は
、
不
妊
・
去
勢
手
術
を

し
ま
し
ょ
う
。
世
話
を
し
き
れ
な
く
な
る
こ
と

（
多
頭
飼
育
崩
壊
）
は
社
会
問
題
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。
責
任
を
も
っ
て
世
話
が
で
き
る
頭
数

な
の
か
を
よ
く
考
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
不

妊
・
去
勢
手
術
は
病
気
の
予
防
や
ス
ト
レ
ス
軽

減
の
ほ
か
、
オ
ス
同
士
の
争
い
や
マ
ー
キ
ン
グ

行
為
の
減
少
に
も
な
り
ま
す
。

性
も
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

フ
ン
の
始
末
は
飼
い
主
の
責
任

で
す

　

フ
ン
は
飼
い
主
が
責
任
を

持
っ
て
始
末
し
、 

散
歩
の
時
は

ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
を
用
意
し
ま
し
ょ
う
。
（
関

市
ポ
イ
捨
て
等
防
止
条
例
第
９
条
）
※
違
反
し

た
場
合
は
２
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

猫
は
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　

猫
は
室
内
で
飼
い
、
猫
を
交
通
事
故
、
争
い

に
よ
る
ケ
ガ
、
感
染
症
な
ど
の
危
険
か
ら
守
り

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
猫
を
外
に
出
す
と
、
フ
ン

尿
や
ご
み
を
荒
ら
す
、
鳴
き
声
が
う
る
さ
い
な

ど
、
飼
い
主
の
知
ら
な
い
所
で
近
隣
に
迷
惑
を

か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

野
良
猫
に
む
や
み
に
餌
を
あ
げ
な
い
で
！

　

野
良
猫
に
餌
を
与
え
る
と
そ
の
周
辺
で
ど
ん

ど
ん
繁
殖
し
、
近
隣
の
皆
さ
ん
に
大
変
迷
惑
を

か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
猫
は
繁
殖
能
力
が

高
い
た
め
、
一
匹
の
メ
ス
猫
が
い
れ
ば
１
年
後

に
は
20
匹
以
上
、
２
年
後
に
は
80
匹
以
上
、
３

年
後
に
は
２
０
０
０
匹
以
上
に
増
え
る
こ
と
が

犬
の
こ
と
猫
の
こ
と

ペ
ッ
ト
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ
！

責
任
あ
る
飼
育
は
人
と

　
　
ペ
ッ
ト
を
幸
せ
に
し
ま
す
。

◆
照
会
先　

環
境
課　

☎
23
―
6
7
3
2

ペ
ッ
ト
も
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

　

突
然
の
災
害
は
人
に
も
ペ
ッ
ト
に
も
大
き
な

ス
ト
レ
ス
が
か
か
り
ま
す
。
避
難
所
で
迷
惑
に

な
ら
な
い
よ
う
に
、
む
や
み
に
吠
え
な
い
、

キ
ャ
リ
ー
バ
ッ
グ
、
ケ
ー
ジ
に
慣
ら
し
て
お

く
、
他
人
に
友
好
的
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
ど
の
し
つ
け
を
普
段
か
ら
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
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試験区分 採用予定人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第2次試験 第3次試験 最終合格発表

新
卒
等
採
用
Ⅰ

大学卒
（事務職）

※１ 身体障がい者
枠あり

12人程度 〇昭和63年4月2日以降に生まれた人　　　　　　　
〇大学を卒業した人または平成31年3月31日までに卒
業見込の人　※2

5月28日（月）
～

6月20日（水）

試験案内は、
5月中旬より
配布予定

7月22日（日）
・筆記試験
・適性試験
・作文試験
などを予定

8月下旬
・面接試験
・集団討論
・実技試験
などを予定

9月中旬
・面接試験
などを予定

9月下旬

大学卒
（土木技術職） １人程度

保健師
（大学卒程度） 2人程度

〇昭和63年4月2日以降に生まれた人
〇保健師の免許を有する人または平成31年3月31日
までに取得見込の人

保育士
（短大卒程度） 7人程度

〇昭和59年4月2日以降に生まれた人
〇保育士の資格を有する人または平成31年3月31日ま
でに取得見込の人
※採用後は、関市内３カ所の親子教室に配属される
場合もあり

児童指導員
（大学卒程度）

※関市内３カ所の親
子教室に勤務

１人程度
〇昭和59年4月2日以降に生まれた人
〇特別支援学校教諭の免許を有する人または平成31
年3月31日までに取得見込の人

新
卒
等
採
用
Ⅱ

短大・高校卒
（事務職） 4人程度 〇平成9年4月2日以降に生まれた人　　　　　　　

〇高校を卒業した人または平成31年3月31日までに卒
業見込の人 7月10日（火）

～
8月15日（水）

試験案内は、
6月下旬より
配布予定

9月16 日（日）
・筆記試験
・適性試験
・作文試験
などを予定

10月中旬
・面接試験
・集団討論
などを予定

10月下旬

短大・高校卒
（土木技術職） １人程度

身体障がい者
（事務職）

※試験内容：
高校卒程度

１人程度

〇平成9年4月2日から平成13年4月1日までに生まれ
た人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇身体障害者手帳の交付を受けている人　　　　　
〇自力により通勤でき、かつ、介護者なしに事務職と
しての事務を遂行することができる人　　　　　　
〇活字印刷文による出題および口頭による面接試験
等に対応できる人

試験区分 採用予定人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第2次試験 第3次試験 最終合格発表

事
務
職

事務職 2人程度

〇大学を卒業した人で、民間企業などに
おける「企画立案」「事業運営」「経営
管理」の実務経験が3年以上ある人　
※1、2
〇民間企業などでの職務経験を外から
の視点として活かす意欲にあふれた人

昭和34年
4月2日から
昭和63年
4月1日まで
に生まれた人

7月10日（火）
～

8月15日（水）

試験案内は、
7月初旬より
配布予定

9月16日（日）
・教養試験
・適性試験
・作文試験
などを予定

10月下旬
･プレゼン

・面接試験
などを予定

11月中旬

試験区分 採用予定人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第2次試験 第3次試験 最終合格発表

技
能
労
務
職

清掃員
運転手

上下水道工手
※1

3人程度

〇昭和49年4月2日以降に生まれた人
〇高校を卒業した人　　　　　　　　
〇中型自動車第一種免許以上の免許を有する人
　(8t限定も可）　※2、3　

9月3日（月）
～

9月20日（木）

試験案内は、
8月下旬より
配布予定

10月14日
（日）

・作文試験
・適性検査
などを予定

11月下旬
・面接試験
などを予定

12月初旬

平成30年度 市職員採用試験実施予定
【新卒等採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程など）】

☆“日本一しあわせなまちづくり”のため、何事にも積極的に取り組める意欲あふれる方の申し込みを待っています！

☆ＵＩＪターン大歓迎！民間企業などで培った企画立案・事業運営などの経験・能力を活かし、即戦力の職員として何事にも
積極的に取り組んでいただける方の申し込みを待っています！

☆市民の皆さんの豊かな暮らしに直結する、なくてはならない大切な業務です。体力に自信のあるやる気あふれる方の申し込
みを待っています！

【事務職 実務経験者採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程など）】

【技能労務職採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程など）】

※ここに掲載のある試験、職種については、変更する場合もありますので、詳細は必ず平成30年度の各試験案内で確認してください。

※1 大学卒（事務職）の身体障がい者枠については、秘書課までお尋ねください。
※2 社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する人は、選考の参考とします。（採用区分は事務職のため、福祉部署以外への異動もあります）

※1 事務職として採用するため、企画立案等以外の事務を担当する職場に配属される場合もあります。      
※2 「実務経験」の期間は、常勤の会社員、自営業者などとして、同一の事業所で1年以上継続して就業した期間を通算します。

※1 採用後は、上記の職種以外の技能労務職の職場へ配置される場合もあります。
※2 中型自動車第一種運転免許は、満20歳以上で普通自動車免許を取得してから運転経験期間（免許停止期間を除く）が、通算して2年以上経過後に取得可能と
　　なります。
※3 大型自動車第一種運転免許を有する人は、選考時の参考とします。（大型自動車第一種運転免許は、満21歳以上で普通自動車免許を取得してから運転経験期
　　間（免許停止期間を除く）が、通算して3年以上経過後に取得可能となります。）

～明日の関市をあなたの手で～

New!
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試験区分 採用予定人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第2次試験 第3次試験 最終合格発表

専
門
職

管理栄養士 １人程度

〇管理栄養士の免許を有しており、病院
や高齢者施設・民間企業などで、病態栄
養指導もしくは公衆栄養指導・健康教
育などの実務経験が3年以上ある人

昭和34年
4月2日から
昭和59年

4月1日までに
生まれた人

7月10日（火）
～

8月15日（水）

試験案内は、
7月初旬より
配布予定

9月16日（日）
管栄・歯衛
・教養試験
・適性試験

保・児指
・適性試験
などを予定

10月下旬
管栄・歯衛
・面接試験

保・児指
・面接試験
・実技試験
などを予定

11月中旬

歯科衛生士 1人程度

〇歯科衛生士の免許を有しており、歯
科医院などの医療機関や介護・福祉施
設などで、歯科予防措置、歯科診療補
助、歯科保健指導などの実務経験が3
年以上ある人

保育士 2人程度

〇保育士の資格を有しており、保育園な
どの児童福祉施設（児童福祉法に規定
される施設）、または、幼稚園における
実務経験が、3年以上ある人
※採用後は、関市内3カ所の親子教室に
配属される場合もあり

児童指導員
※関市内3カ所の
親子教室に勤務

１人程度

〇児童指導員の任用資格に該当する方
で、児童福祉施設（児童福祉法に規定
される施設）での実務経験が、3年以上
ある人

☆健康や福祉について直接サポートできる資格やスキルを活かし、子どもから高齢者まですべての市民が健やかに暮らせるよ
う積極的に取り組んでいただける方の申し込みを待っています！

【専門職 実務経験者採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程など）】

※ 「実務経験」の期間は、各資格要件に該当する施設などで、常勤・常勤に準ずる勤務（週30時間以上）で1年以上継続して就業した期間を通算します。

　関市では、各職場で臨時職員が必要になったとき、登録されている方の中から選考して雇用しています。市役
所などで臨時職員として勤務を希望される方は、「関市日日雇用職員登録申込書」を提出し、登録をしてくださ
い。また、市では、障がい者やひとり親家庭の雇用に努めることとしています。
　多くの皆様からの登録をお待ちしています。

秘 書 課　☎23－9214照会先

臨時職員の登録制度をご存じですか

事務補助、調理員、清掃業務、施設管理、保健師、保育士、児童指導員　など
主な職種

北庁舎　3階　秘書課
申込書の配布および受付場所

随時受付（土・日、祝日、年末年始を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）
受付期間

１）登録制のため、登録された方全員が雇用されるわけではありませんので、ご了承ください。
２）申込書による登録は、提出日から3年間有効です。
３）市税等に未納のある方は、登録できません。（「市税等」には、市税、国民健康保険税、上下水道使用料、保
　  育料などが含まれます）　

注意事項

「関市日日雇用職員登録申込書」に必要事項を記入、押印の上、顔写真（縦4センチメート
ル×横3センチメートル程度）を添付して、秘書課へ提出してください。
※障害者手帳・精神手帳・療育手帳をお持ちの方は、手帳の写しを添付してください。

登録方法

勤務条件などは、業務内容や勤務場所によって異なりますので、登録者の中から選考し意向確認を行う際
に担当課から説明します。

勤務条件等

New!

New!
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【保険料は均等割額と所得割額を合計します】（平成３０年度 および 平成３１年度）

②保険料「所得割額」の軽減について

①被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減について

③保険料「均等割額」の軽減について（２割、５割軽減については判定基準額を拡大し、対象を拡げます）

平成２９年度 ７割軽減

平成３０年度 ５割軽減

平成３１年度 資格取得後２年を経過する月まで５割軽減

軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の平成２９年中の総所得金額などの合計額

９割軽減 「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯で、各種所得が０円となる場合（年金所得は収入－８０万円として計算）

8.5 割軽減 「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯

５割軽減 　　　　 「３３万円（基礎控除額）＋２７．５万円×世帯の被保険者数」以下の世帯　（２７万円→２７．５万円へ）

２割軽減 　　　　 「３３万円（基礎控除額）＋５０万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（４９万円→５０万円へ）

平成２９年度 ２割軽減

平成３０年度 軽減廃止

保険料額（年額）

限度額６２万円
100 円未満切捨て

均等割額

被保険者 1 人当たり
４１，２１４円

所得割額

被保険者の所得×
所得割率７．７５％

　後期高齢者医療制度の医療費は高齢化社会の進展により増加しており、制度を支える現役世代からの支援金、
国費なども増加傾向にあります。被保険者の方には保険料という形で医療費の一部を負担していただいている
ところですが、一定の方の保険料につきましては、本来あるべき保険料額から更に負担を抑える特例措置が続
いています。しかし被保険者数や医療費が増加する中、被保険者間で保険料の格差が生じていること、また支
援している現役世代との不公平感も否めないことから、昨年度から特例措置による軽減を段階的に見直してお
り、平成３０年度も段階的見直しが行われます。具体的な軽減内容、改正箇所は以下のようになりますが、今
後も安心して後期高齢者医療制度を利用していただくための制度改正にご理解をお願いします。

（参考）平成２８・２９年度　　　　　　　　　　　　　　　　　※所得＝総所得金額等－３３万円
　　　・限度額５７万円　　　・均等割額＝４２，６９０円　　　・所得割率＝８．５５％　　　　

※被用者保険 … 協会けんぽ・健康保険

組合・船員保険・共済組合の公的医療保

険の総称（国民健康保険・国民健康保険

組合は含まれません。）

　平成３０年度分の保険料「所得割額」を負担する方につ
いて、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の方に対
して適用されていた２割軽減は廃止されます。

　平成３０年度分の保険料「均等割額」軽減割合は７割軽減から５割軽減へ変更されます。なお「所得割額」
の負担はありません。

● 均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額と
　なります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額
　は事業主の所得に合算されます。また、９割軽減を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特
　別控除１５万円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。
● 軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。

改正あり 

改正あり 

改正あり 

改正あり 

改正あり 

広報せき 2018 .4

　保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合
計となり、保険料計算の基礎となる保険料率は２年に一度改定されます。平成３０年度および平成３１年度の保
険料率は以下のとおりとなります。新保険料率に基づいた平成３０年度の保険料は平成２９年中の所得を基に個
人単位で計算され、５月末までに岐阜県後期高齢者医療の被保険者になられた方へ、７月中旬に「後期高齢者
医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、必ずご確認ください。

◆平成30年度および平成31年度の後期高齢者医療保険料（率）について

◆後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の見直しについて

■照会先　保険年金課（☎２３－７７０１）

＋=
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地　区
（定員） 会場・申込先および受付時間 開催曜日 開催時間 開始日

関
(60人)
×2日

わかくさ・プラザ
「総合福祉会館」・2階介護予防センター
☎23-9117  午前8時30分～午後5時
（わかくさ介護ステーション）

水曜日
【筋力増進コース】 午後1時30分～3時 4月25日

木曜日
【筋力維持コース】 〃 4月26日

関
(40人)

同　上

(対象者：虚弱および80歳以上の方)
金曜日 〃 4月27日

板 取

(30人)

板取老人福祉センター

☎0581-78-4140    午前9時～午後4時
水曜日 午後1時30分～3時 4月25日

武芸川

(50人)

武芸川老人福祉センター

☎46-2738    午前8時30分～午後5時
火曜日 午前10時～11時30分 4月24日

武　儀

(40人)

武儀老人福祉センター

☎49-3595    午前8時30分～午後5時
火曜日 午前10時～11時30分 4月24日

上之保

(40人)

上之保老人福祉センター

☎47-2501　午前8時30分～午後5時
火曜日 午後1時30分～3時 4月24日

　加齢とともに骨や関節・筋肉などの「運動器」が衰え、介護が必要になったり、そうなる危険性が
高くなった状態を「ロコモティブシンドローム（ロコモ）」といいます。「ロコトレ」はその状態を予防
するためのトレーニングです。
　社会福祉協議会では、各地域の老人福祉センターで、高齢者のための「介護予防ロコトレ講座」
を行っており、前期（４月～９月）の参加者を募集します。

※下表の会場ごとに来場または電話で申し込みください。
その際、氏名・生年月日・住所・電話番号が必要です。
なお、申し込み者１人につき参加者２人までとします。　

■ 開 催 場 所
■開 催 日 時
■期 　 　 間
■対 　 　 象
■登  録  料

■定 　 　 員
■申 込 期 間

わかくさ・プラザ総合福祉会館および各地域老人福祉センター
 下表のとおり
前期：４月～９月までの２０回コース　　　　　　　　
６５歳以上で要支援・要介護認定を受けていない人
５００円

（保険料の１部を負担していただきます。初回に徴収します。）
下表のとおり　※定員になり次第締め切り。
４月５日(木)～１２日(木)　※新規の方を優先します。

【注意事項】
・お住まいの地域以外の会場へも参加できますが、１人１会場のみとします。
・以前にロコトレ講座に参加された方で、会場を変えて申し込みした場合は、新規扱いとなりません。
・介護予防センターの講座を受講していただく方ははがきにて受講決定を通知させて頂きます。
・武儀・上之保地区は、洞戸地区に引き続き、自主グループ化に向けた講座を開催します。

＊洞戸地区は、平成29年度にサークル活動団体「ニコニコクラブ」がたち上がり、水曜日午前中に洞戸老人福祉センターで活動し
　ています。詳細は、洞戸老人福祉センター(☎0581-58-8511)にお問い合わせください。

介護予防ロコトレ講座（前期）の
参加者を募集します

◆照会先　関市社会福祉協議会わかくさ介護ステーション（☎23-9117）

関市委託事業
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～
３
の
い
ず
れ
か
を

　

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

１　

個
人
番
号
カ
ー
ド

　

２　

通
知
カ
ー
ド

　

３　

住
民
票（
個
人
番
号
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

▼
対
象
者　

下
表
の
と
お
り

Ｂ 

公
益
に
よ
る
減
免

①
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
に
、
公
用
ま
た
は
公

　

共
の
用
に
供
す
る
た
め
に
無
償
で
貸
し
付
け
て

　

い
る
も
の

②
学
校
法
人
（
私
立
学
校
に
限
る
）
の
設
置
者
が

　

所
有
す
る
軽
自
動
車
で
、
専
ら
当
該
学
校
の
学

　

生
、
生
徒
、
児
童
お
よ
び
幼
児
の
送
迎
の
た
め

　

に
使
用
す
る
も
の

③
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
が
所
有
す
る
軽
自
動

　

車
で
、
直
接
そ
の
社
会
福
祉
事
業
の
た
め
に
使

　

用
す
る
も
の

④
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
社
会
福
祉
事
業
に
類
す

　

る
事
業
の
経
営
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
で
、

　

直
接
そ
の
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

⑤
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
な
ど
が
所
有
す
る

　

軽
自
動
車
で
、
へ
き
地
巡
回
診
療
の
た
め
に
使

　

用
す
る
も
の

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
車
検
証
、
定
款
な
ど

※
法
人
番
号
の
記
入
が
必
要
で
す
。

◆
申
請
期
限　

５
月
31
日
（
木
）
ま
で

　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

◆
注
意
事
項

▽
軽
自
動
車
の
所
有
者
が
４
月
１
日
現
在
、
障
が

　

い
者
本
人
で
あ
る
こ
と
。（
18
歳
未
満
の
身
体

　

障
が
い
者
、
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者

　

の
方
は
生
計
を
一
に
す
る
方
で
も
可
）

▽
障
が
い
者
本
人
が
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
ま
た

　

は
病
院
に
長
期
入
院
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
対

　

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▽
減
免
は
、
普
通
車
・
軽
自
動
車
な
ど
を
問
わ
ず

　

障
が
い
者
１
人
１
台
に
限
り
ま
す
。

▽
リ
ー
ス
車
両
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▽
先
の
Ａ
、
Ｂ
の
減
免
の
ほ
か
に
、
軽
自
動
車
の

　

構
造
に
よ
る
減
免
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

　

は
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
・
照
会
先  

　

税
務
課
（
☎
23
―
８
８
７
４　

21
―　

　

２
３
０
８
）
ま
た
は
各
地
域
事
務
所

障 が い 区 分 本 人 運 転 生 計 同 一 者 な ど が 運 転

視 覚 1級～4級 同左
聴 覚 2級、3級 同左
平 衡 機 能 3級 同左
上 肢 1級～3級 1級、2級
下 肢 1級～6級 1級～3級
体 幹 1級～3級、5級 1級～3級

乳 幼 児 期 以
前 の 非 進 行
性 脳 病 変 に よ
る 運 動 機 能

上 肢 1級～3級 1級、2級

移 動 1級～6級 1級～3級

心 臓 、 呼 吸 器 、 じ ん 臓
ぼ う こ う 、 直 腸 、 小 腸 1級、3級 同左

ヒ ト 免 疫 不 全 ウ イ ル
ス に よ る 免 疫 機 能 1級～3級 同左

肝 臓 1級～3級 同左
音 声 機 能 ３級（こう頭摘出者のみ） ―

戦 傷 病 者 の 方 個々の障害の等級により判断されます。
詳しくは税務課までお問い合わせください。

障 が い 区 分 生計同一者などが運転

知 的 障 が い 程度が「重度」「最重度」であり、
療育手帳「Ａ」「Ａ1」「Ａ2」 

精 神 障 が い 精神障害者保健福祉手帳「1級」で自立支援医療受給者
証(精神通院医療に限る）の交付を受けている

岐阜県中濃県税事務所からの
お知らせ

★身体障がい者、戦傷病者、知的・
精神障がい者の方が所有する自動車
（軽自動車を除く）の「自動車税減免
申請」の受付を行っています。
●期日：通年（土・日・休日を除く）
●時間：午前８時30分～午後５時15分
●場所：岐阜県中濃県税事務所
　　　（美濃市生櫛１６１２‐２　
　　　　中濃総合庁舎２階）
なお、自動車税事務所および各県税
事務所でも受付します。

★お問い合わせ先
　・岐阜県中濃県税事務所　
　　☎0575‐33‐4011（代）
　　　内線272、273
　・岐阜県自動車税事務所
　　☎058‐279‐3781　
　・岐阜県総務部税務課　
　　☎058‐272‐1111（代）
　　　内線2197
　・岐阜県ホームページアドレス
　　http://www.pref.gifu.lg.jp/

（追記）
１．同一の等級で2つの重複する障がいがある場合は、1級上の級とする。
２．肢体不自由においては、7級に該当する障がいが2つ以上重複する場合は、6級とする。
３．異なる等級について2つ以上の重複する障がいがある場合については、障がいの程度を考慮して当該等級より上の級とすることができる。

広報せき 2018 .4
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運転経験年数 無事故・無違反年数 表彰歴 授与者

地区模範章
５年以上

（H25.6.1 以前） 
５年以上

（H25.6.1 以後） 
不　問

警察署長
地区協会長

県模範章
10 年以上 

（H20.6.1 以前）
５年以上

（H25.6.1 以後）
地区模範章受賞者

県警察本部長
県交通安全協会長

県優良章
15 年以上

（H15.6.1 以前）
５年以上

 （H25.6.1 以後）
県模範章受賞後
２年以上経過

県警察本部長
県交通安全協会長

県優秀章
15 年以上

（H15.6.1 以前）
10 年以上

（H20.6.1 以後）
県優良章受賞後
２年以上経過

県警察本部長
県交通安全協会長

特別優秀章
20 年以上

（H10.6.1 以前）
15 年以上

 （H15.6.1 以後）
県優秀章受賞後
２年以上経過 

県交通安全対策協議会長
（県知事）

緑十字銅章 -
10 年以上 ( 無事故 )
5 年以上 ( 無違反 )

県優秀章または
特別優秀章受賞者

全日本交通安全協会長

管区局表彰
15 年以上 ( 一般 )
10 年以上 ( 職業 )

10 年以上 ( 一般 )
5 年以上 ( 職業 )

緑十字銅章受賞後
２年以上経過

中部管区警察局長
中部交通安全協議会長

条件
種別

＜表彰基準＞　（年数の計算は６月１日起算。ただし、表彰歴は９月２１日起算）

　中濃地区交通安全協会では、優良運転者を下表の基準で表彰します。表彰を希望される方は、
５月１０日（木）までに各支部交通安全協会役員、または同協会事務局（関警察署内 TEL24 －
0102）へ申請してください。

優良運転者を表彰します

■照会先　危機管理課（☎２３－７０４８）

■学生消防団活動認証制度とは？
　市では、４月１日、関市学生消防団活動認証制度を導入しました。この制度は、関市消防団員として、顕著
な実績を収め、地域社会へ貢献した大学生、大学院生、専門学校生について、市がその功績を認証し、就職
活動を支援することを目的とする制度です。
■認証状・認証証明書交付までの流れ

関市学生消防団活動認証制度を始めます

■照会先　危機管理課（☎ 23-7736）

認証状・認証証明書

決定通知認証証明書
（就職活動に活用）

認証依頼

事業所 関市学生消防団員 消防団長

推薦

■学生の皆さまへ
　消防団での活動経験は、企業にアピールできるとともに将来大きな力となるはずです。関市消防団
は“若い力”を必要としています。これを機に消防団へ入団してみませんか。
■事業所の皆さまへ
　社員採用にあたって、大学生などから認証証明書の提出があった際は、職に必要な能力や適性を判
断する際の参考として活用いただき、積極的に評価をいただきますようお願いします。

１【申請】
認証を希望する学生消防団員は、消
防団長に認証の推薦を依頼し、消防
団長が市長に推薦します。

２【審査】
市長は、推薦のあった学生消防団員
の功績の認証の可否を審査します。

３【交付】
市長は、審査の結果、認証することを
決定した場合、認証状（本人用）と認
証証明書（提出用）を交付します。
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　いよいよ新しい年度がスタートしました。 今年度は関

市「第5次総合計画」（2018年度～2027年度）のスター

トの年でもあります。 スタートダッシュできるよう、 新し

くチャレンジを行う事業は昨年度に比べて 2 倍の 72 件

です。  

　　特に重点を置いた事業だけ簡単に説明します。  

　　「経済」 では新たに 「みんなの就職サポートセンター」

を立ち上げます。市役所内にスタッフ3人体制でセンター

を置き、 市内企業や市内外の高校 ・大学を訪問しなが

らマッチングを行います。 新卒だけでなく移住者 ・ 高齢

者 ・ 女性 ・ ・ ・ 「みんなの」 という名の通り、 就職支

援のよろず相談所をめざします。  

　　「教育 ・ 子育て」 では、 小中学校の全クラスに電子

黒板を整備します。 プログラミング教育が必修となる見

込みですが、 それに先んじて電子黒板やタブレットを活

用した教育を進めます。 また、 保育料については、 第 2

子は半額、 第 3 子以降は無料とし、 所得制限をなくして、

特に子育て世代を支援します。  

　　「文化」 では、 文化会館が 40 周年の節目を迎える

にあたり、 普段は関市で観ることができないオーケスト

ラ ・ 歌舞伎 ・ ミュージカルなどを企画しています。  

　　また、 国民健康保険税については、 特別会計の基金

（ 貯金） も活用しながら平均

でマイナス 13.7％の値下げを

行います。  

　　その他の多くの事業につ

いては、 この広報と一緒に

お配りをした別冊 「平成 30

年度関市予算の概要」 をぜ

ひお目通しください。  

　　今年度も関市のため、 市

民の皆さんのため、 全力で

邁進する決意です。  

電子黒板を活用した授業の様子

別　冊 と き め き   き ら め き   い き い き を 伝 え る

平成30年度
関市予算の
概要

広報せき 2018.4
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★ スタートダッシュが肝心です★

2018

わかくさ・プラザ

ゴールデンウィーク
スペシャル

◆照会先　生涯学習課　☎23―7777

ところ

５月５日（土・祝）午前10時～午後3時３０分

わかくさ・プラザ「学習情報館」ほか

と　き

親子で楽しめる催しが

　盛りだくさん。

みなさんぜひお越しください！

※内容を変更する場合があります。※材料費などが必要な催しがあります。

　　マジシャン　ＪＵＮＰＥＩ

学習情報館3階 コスモホールでは ★テーマ「15年ぶりの火星の大接近が7月末に」
★時　間　①10時～ ②11時10分～ 
　　　　　③13時30分～ ④15時～プラネタリウム投影があります！★ ★

★

　　　◆内　容
・マジックパフォーマンスショー
・プールの無料開放
・親子クッキング
・楽しい工作
・昔の遊びコーナーなど

参加費は

無料です！
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2月18日〜3月17日にあった
市内の話題を中心にご紹介します。

　2月25日、関市国際交流協会が市内に住む外国
人を対象に、日本文化の理解や交流を深めてもらうた
め、「綱引き&餅つき大会」を市役所広場で開催しま
した。参加された約80 人の外国人は、初めて見聞き
する綱引きや餅つきに興味津々。綱引きを楽しんだあ
と、初めて触る杵を手に餅つきに夢中になりました。

　　　　日本の文化を体験！

ゴキゲンに生きよう！

1 年を通して賑わうためには？

国境を越えて交流！

　2月18日、迫間で「2018ふどうの森トレイルラン」
が開催されました。今回は、県内外から200 人を越
えるランナーがエントリーされ、関市、各務原市、坂
祝町に跨る中濃南アルプスならではの豊かな自然
を満喫しながら、コース全長22.2 ｋｍの里山に果
敢に挑み、駆け抜けました。

　読書推進イベン
ト「ほんのいっせ

き」の講演会

が、3月17日、関善
光寺で開催されま

した。講師は、

人気雑誌の編集長
をしていた江弘毅さ

ん。江さんは、

「仲良しの店のつ
くり方」をテーマに

、地元のお店と

仲良くなり、楽しく生
きる方法などについ

て参加者を

交えながら語りまし
た。

　安桜小学校の３年生がハワイの小学生と交流し
ました。この交流は、関市出身で現在はハワイ在
住の石井かおりさんから「娘が通学するハワイの学
校に日本の学校を紹介したい」との話があり実現し
ました。当日は安桜小学校とハワイのハナハウオリ
小学校をスカイプで繋ぎ、学校生活の紹介や合唱
などを通じて交流しました。

　2020 年にオープン予定の「刃物ミュージアム回
廊」を賑わいあふれる楽しい場にするために、市民が
アイデアを出し合うワークショップが3月17日に開催
されました。「刃物ミュージアム回廊」が、産業振興や
観光の拠点になることとともに市民の新しい憩いの
場になるためのアイデアがたくさん提案されました。

地域の自然を満喫！
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